
国
民
年
金
保
険
料
が
割
引
さ
れ
る
お
得
な
納
め
方

～
口
座
前
納
の
申
込
み
は
２
月
末
ま
で
～

●
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
書
で

　
　
　

納
め
て
い
た
だ
い
て
い
る
皆
様
へ

口
座
振
替
の
ご
案
内

口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
、
金

融
機
関
等
へ
保
険
料
を
納
め
に
行
く
手
間

と
時
間
が
省
け
ま
す
。

ま
た
、
自
動
引
き
落
と
し
で
、
納
め
忘

れ
の
心
配
が
あ
り
ま
せ
ん
。

口
座
振
替
の
振
替
方
法
は
、

①
２
年
前
納　
（
４
月
～
翌
々
年
３
月
分
）

②
１
年
前
納　
（
４
月
～
翌
年
３
月
分
）

③
６
カ
月
前
納（
４
月
～
９
月
分
、

　
　
　
　
　
　

10
月
～
翌
年
３
月
分
）

平成29年４月から、国民年金窓口業務が本庁のみに変更になります。来所の際は、お間違えのないようよろしくお願いします。
＊住民異動届に伴う国民年金の変更手続きは、引き続き出張所で行えます。

年
金
だ
よ
り

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課　

国
民
年
金
係　
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平
成
28
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

月
額
１
６
，
２
６
０
円
で
す
。
毎
月
の
保

険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

て
く
る
納
付
書
に
よ
っ
て
翌
月
の
末
日
ま

で
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

納
付
の
窓
口
は
、
金
融
機
関

4

4

4

4

（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
を
含
む
）ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

4

4

4

4

4

4

4

4

ト
ア

4

4

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ほ
と
ん

ど
の
金
融
機
関
で
口
座
振
替
も
で
き
ま
す
。

ま
と
め
て
前
払
い
す
る
と
、
割
引
額
も

大
き
く
さ
ら
に
お
得
で
す
。

な
お
平
成
29
年
4
月
よ
り
、
こ
れ
ま
で

の
口
座
振
替
に
加
え
、
新
た
に
現
金
・
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
に
よ
る
２
年
前
納

が
始
ま
り
ま
す
。

口
座
前
納
の
申
し
込
み
締
切
日

口
座
振
替
で
前
納
を
希
望
す
る
方
は
、

２
月
末
ま
で
に
申
し
込
む
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ご
希
望
の
方
は
左
記
の
も
の
を
お
持

ち
の
上
、
国
民
年
金
係
に
て
お
手
続
き
く

だ
さ
い
。

・
年
金
手
帳（
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も

の
ま
た
は
納
付
書
等
）

・
預（
貯
）金
通
帳

・
預（
貯
）金
通
帳
届
出
印

●
平
成
29
年
度
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

申
請
を
希
望
す
る
方
ま
た
は
前
年
度
よ

り
免
除
の
継
続
申
請
を
希
望
し
て
い
る

方
は
『
所
得（
市
・
県
民
税
）の
申
告
』

が
お
済
み
で
な
い
と
免
除
の
判
定
が
で

き
ま
せ
ん
。

④
当
月
末
振
替（
早は

や

割わ
り

＝
納
付
期
限
よ
り
も

１
カ
月
早
く
口
座
振
替
）

⑤
翌
月
末
振
替（
通
常
の
口
座
振
替
）

の
５
種
類
か
ら
自
由
に
選
ん
で
お
申
し
込

み
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

参考：平成28年度の口座振替方法別割引額

振替方法 納付額 割引額 振替日

2年前納 377,310円 15,690円 4月末

１年前納 191,030円 4,090円 4月末

6カ月前納 96,450円 1,110円 4月末
10月末

当月末振替
（早割） 16,210円 50円 毎月月末

翌月末振替
（割引なし） 16,260円 なし 翌月末

※振替日が休日の場合は、翌営業日に振替されます。

平
成　

年
３
月　

日（
水
）ま
で
に
所
得

の
申
告
を
終
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。（
審
査

対
象
と
な
る
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の

分
の
申
告
が
必
要
で
す
）

●
20
歳
前
か
ら
の
障
害
に
よ
り
障
害
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
所
得
申

告
を
し
て
い
な
い
場
合
、
支
給
停
止

4

4

4

4

に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
所
得
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
必
要
で
す
。

※
申
告
書
が
送
付
さ
れ
て
こ
な
い
場
合
で

も
、
必
ず
市
民
税
課
に
申
し
出
を
し
て

申
告
し
て
下
さ
い
。

◆
申
告
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ

市
民
税
課
☎
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７
３
―
５
３
８
２

◆
年
金
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課　
国
民
年
金
係
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29

15

平
成
29
年
度
の

所
得
申
告
を

お
忘
れ
な
く
！
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